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令和４年度 松浪地区まちぢから協議会 第１１回 運営委員会 議事録 

2023-3-15 書記 刈間 

 

1. 開催日時 

令和 5年 3月 15日(水） 9：30～10：50 

 

2. 開催場所 

 松浪コミニティセンター ホール 1・2 

（進行・・・末松副会長） 

 

3. 出席者(敬称略) 

(1) 茅ケ崎市市民自治推進課 : 疋田 

(2) 委員: 松浪地区まちぢから協議会の出欠名簿を参照  名                    

(3) 傍聴者: なし 

 

4. 配布資料 

① 令和４年度 松浪地区まちぢから協議会 第 11回 運営委員会 次第 

② 令和 4年度松浪地区まちぢから協議会定期総会の開催について 

③ 令和 5年 4月行政機構図 

④ 令和 5年度防災対策課主要事業の概要 

⑤ 令和 5年度避難行動要支援者支援制度の取組について 

⑥ 感震ブレーカー等設置費補助金制度について 

⑦ 令和 5年度以降の防犯灯新設要望におけるスケジュール変更について 

⑧ 茅ヶ崎市内の犯罪発生状況 

⑨ 自転車安全利用五則 

⑩ 松浪地区まちぢから協議会設立趣意書 

⑪ 松浪コミセンだより 

⑫ 松下政経塾地域公開講座 

⑬ 茅ヶ崎市の新たなコミュニティ制度の検証に伴うアンケート調査 

⑭ 松浪地区まちぢから協議会 HP利用規約（案） 

 

5. 開 会 挨拶・・・前田会長 

 

6. 議 事 

以下審議し 松浪地区まちぢから協議会役員会の提案通りで承認された。主な内容は以下の通り 

 

（１） 次年度の総会ついて 

     ※② 5 月 17 日に開催することとし、議案については資料を基に説明し、承認された。各部会の事業報

告については各部会長に作成が依頼された。また令和 5年度委員届出書を 4月 26日までに提出するこ

とが確認された。新任の委員については 5月 24日 9時半から研修会を実施する。 
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（２）役員等の体制について 

  役員の体制については添付の基礎資料をもとにして、選任に関する協力要請がなされた。 

 

（３）松浪地区まちぢから協議会ホームページ利用規約（案）について 

※⑭松浪地区まちぢから協議会ホームページ利用規約（案）について趣旨、内容が説明され、承認され

た。また、広報委員会規定について新たにホームページの利用について文言を追加する旨説明され、合

わせて承認された。 

 

（４）その他 

     特になし 

 

7. 松浪地区まちぢから協議会の部会からの報告 

     

（１） 防災対策部会 

年度の活動を終了している。特に報告事項はない。 

 

（２） 自治会長部会 

特になし。 

  

（３） 市民安全部会 

＊資料⑧：特殊詐欺が 8件発生している、松浪地区ではまだ発生していないが、引き続き注意して欲し

い。 

 

（４） 自治会館の管理運営について 

階段横にある雨除けトタンの割れが発生している。4月以降修理の予定。 

 

（５） 松浪コミュニティセンター・子どもの家「なみっこ」・コミカフェの管理運営について 

３月２６日にバイオリン・フルートで春の桜コンサートを開催するので協力をお願いします。前日の１５時以

降に会場設営など手伝える方はお願いします。翌日も片づけもできる方は手伝ってほしい。 

 

（６） 松浪コミカフェ管理運営について 

心苦しいが一部商品の値上げを行う。かわらず利用して欲しい。 

 

（７） 松浪地区まちぢから協議会ＨＰの現状報告 

まつなみだより２８号を 3月 25日にはお渡しできる予定。 

    

（８） 会計からの報告 

4月 21日午前 10時から会計監査を実施する。 

 

8． 各団体からの報告 

出席者の全団体から行事等について報告があった。期の変わり目に差し掛かっていることもあり、各団体

行事については落ち着いている中、バス旅行を実施するなど行事が再開されているという報告も多かった。 
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9． まちぢから協議会連絡会からの報告 

   ※⑥感震ブレーカーの補助金について、アンケート結果を受けて申請者が自治会になるとの説明があった。 

       

10．閉 会 ・・・朝岡副会長 

 

 

次回   松浪地区まちぢから協議会運営委員会は 5月 17日（水） ９：３０～実施される定期総会に続けて行わ

れる予定です。  

 

 

以上 

 


